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事前照会に対する文書回答制度の見直し

【現行制度iこ対する問題点等]

-@l答の可磁の可能性、富答雲寺織の見還し等について、照会餐へ連結する制度がない。

-自答内容等の券会表慰問について、最大180臼簡では経済上の秘密が保持でぞず、文書自答手続の活用を需語。利用

者から、非公表期間の更なる遮長の義援あり。� 
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回答時期の見通し等の連絡

現行:なし

〈ユ
~喜まし案:察会〈必婆婆類の提出後〉から概ね 1 月以売に、

・回答の可否の可能性
・回答時期の見通し
等について照会者に口頭で説明する。

回答内容等の非公表期間

現 行:問答後最大1羽田間� 

4ユ
見直し案:鎮会者が非公表を求める期間のうち、

相当と認める期間
(回答後最大 1年間)
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最近の不正草案悼の� i 

。外国為替証拠金取引� (FX取引)を行っていた者が、� 10鏡門の運用益を全く事告せず

二学脱税犯(程行� 10年以下の懲役若しくは� 1.000万円以下(，皆状によち脱説額以下}の罰

金又はこれらの許科〉として処覇できない。

※〔暫決]懇設� l年〈執行構予3年〉

・・中告番不提出罪(秩序犯� 1部以下の盤役又は� 50万円以下の罰金〉

。消費税課税事業者が、線虫の無形資産(事業!こ係るノウハウ)を高額で仕入れたように装

い、約� 100億円の消費税の還付を受けようとして申告審者提出したところ、税務署長が不

正に気づき還付を留課

二字処罰不可:箔費貌の不正還付の未遂について処罰焼定なし
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場告書不提出事実及び渚費税の不正還付事案の推移
民投合名立芸誌説;:~<主2ヌt::苦言渇京都品信号活必必部品位岳山浩対話宰否若翠言宗宗茨窓詫京湾手京事手法務孫ゐw.:.: .::v.;:会;:先手:占:出品・骨高幹伊吉7.'::;諸事蒜否~::c:.y;:~部溺Ew

〈単位:件)� 

13 14 15 16 17 18 1 19 20 21ιヶアJ_1~ 
告発件数� 1461 .1511 1451 14T 152 1501 166 1581 1531 149 

車告書本揮出事案� i 

11 
 15 
 •11
 15 
 13 21 29 
 171 22 22 


jうち� jのうξ偽りその告主主ドヱ

;行為がなく絞殺犯として::-H 

J告発できなかった議

2 3 2 

消費税の不正還付事案
(既遂)

4 4 6 13 21 7 10 

(備考)国税庁調べ。 

(参考ト脱税犯:偽りその他不正の行為を伴って税を免れた者(現行 10年以下の懲役すぎしくは� 1，0∞万河以下{情状により脱税綴以下)のお;

金又はこれらの併科)

・申告審不提出犯〔秩序� 3隠れ税会免れる意図はないが、故意に防空奇警察愛媛似しない有者{現行1年以下の懲役又は� 50万円以下の郡金〉
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消費税の還付申告に対する実地調査の状洗(法人)

平成20年肢において、①不正還付の防止等の観点から調査を行ったj恋人は約 11，000件、争うち不正
計算が認められた件数は約 1，200件、器不正計算!こ儀る追徴説槙は約36犠円。

----匂----町川町愉
項話

年護  
19 20 

全法人の消費税申告件数(件) 2，087，1フ2 2，0フフ，γ41

うち還付申告件数(件) 118，404 120，490 

還付申告税轍 (f意向) 27，194 24，4ブ 4

還付申告に封ずる諮驚件数(l'牛〉 

うち不正幹事撃のあった件数(l'牛〉 

[100.0覧] 

.1[ 1.3覧] 

8.604 

971 

[100.0詫} 

[ 10.4弘] 

11，202 

1，165 

調査による退徴税額(穣円) 232 16フ

うち不正計算!こ係る追徴税額 
(億円)

127 36 

(注 1)全法人の消護費税申告を件数i本年度 (4Fl~翌年 3月}の昔十数であり、îiI司後件数及び議運まによる追徴税額 i主事務長手段 (7 Fl~霊定年吉見}の計数である。
(注2)[]内i立、 f総資件数Jにおめる f不正計算のあった件数jの務会である。
(注3)r不IEiU事のあった{キ数J.!:rふ重加算税{絞殺者が事笑疫機ペい3之は仮装していたことにより課されるもの}のます数件数をいう。
{嫁考)r法人税完撃の言語畿運尊重震についてJ(国税庁〉等による。
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租税罰則の見直しについて� i 

0経済社会状況の変化!こ対応し、税制への犠頼の一臓の向上を悶る観点から、次のとおり、租税罰

則の見直しが必袈ではないか。

ま護
r、

‘畢

妻製 見直しの方向性

。税を免れる故意をもって基幹奇襲黍を提出せず、税を免れる行為

-偽りその他不夜行為毛主然わないことから、現行の f脱税犯j -義主主霊のま争後議書不議出によるほ説犯〈税さを免れる主主慈善をあってま給袋要旨

とはならない。 行わず、狭義E免れる結果を発生させた霧〉を創設するこたとしては

-現行、単に申告議不援出祭〈挙続無申告祭〉として処罰。 どうか。


(1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金〉
 〈脱税犯と待合警察不提出犯との法定lfIJのバランスを若言語意)

。消費税の不正還付の未遂

-自己名義によるものは、自らのゆ となり未遂規定がない -不正選付の米滋後処朝する規定を創設することとしてはどうか。

ので、不処罰となる。 (不IE滋付の抑止、詐欺未遂罪とのバランス等守主主智慮)

-他方、他人名義によるものは詐欺罪(10年以下の懲役)


の未遂罪として処罰される。


(参考ト脱税犯:偽りその他不況の行為さと伴って税を免れた者〔現行 10年以下の懲役務しくは� 1，000万円以下(情状により脱税綴以下〉の叡

金又はこれらの吉井科)

・申告書不提出犯〈秩序犯):殺な免れる意義主はないが、故意に申告書をと後よ討しない者〈現行 1年以下の懲役又は� 50万円以下の罰金}
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